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   第 ６ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

平成29年12月11日(月曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時39分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 第１号 平成29年度熊本県一般会計補正予

算(第５号) 

 第２号 平成29年度熊本県港湾整備事業特

別会計補正予算(第１号) 

 第３号 平成29年度熊本県用地先行取得事

業特別会計補正予算(第１号) 

 第４号 平成29年度熊本県流域下水道事業

特別会計補正予算(第１号) 

 第16号 和解及び損害賠償額の決定につい

て 

 第23号 専決処分の報告及び承認について 

 第24号 専決処分の報告及び承認について 

 第25号 専決処分の報告及び承認について 

 第26号 専決処分の報告及び承認について 

 第27号 専決処分の報告及び承認について 

 第28号 専決処分の報告及び承認について 

 第29号 専決処分の報告及び承認について 

 第30号 専決処分の報告及び承認について 

 第31号 専決処分の報告及び承認について 

 第32号 専決処分の報告及び承認について 

 第33号 専決処分の報告及び承認について 

 第34号 専決処分の報告及び承認について 

 第35号 専決処分の報告及び承認について 

 第36号 専決処分の報告及び承認について 

 第37号 専決処分の報告及び承認について 

 第38号 専決処分の報告及び承認について 

 第42号 平成29年度熊本県一般会計補正予

算(第６号) 

 第43号 平成29年度熊本県港湾整備事業特

別会計補正予算(第２号) 

 第44号 平成29年度熊本県流域下水道事業

特別会計補正予算(第２号) 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

 報告事項 

  ① 熊本地震等の災害復旧事業等の進捗

状況について 

  ② 建設工事における円滑な施工確保対

策の取組みについて 

  ③ 益城町木山地区における土地区画整

理事業の県施行について 

  ④ ｢熊本県住宅マスタープラン」の改

定について 

  ⑤ 八代港における国際旅客船拠点形成

計画書について 

  ⑥ 阿蘇山における直轄砂防事業につい

て 

  ⑦ 創造的復興に向けた重点10項目につ

いて 

――――――――――――――― 

出席委員(６人) 

        委 員 長 渕 上 陽 一 

        副委員長 内 野 幸 喜 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 森   浩 二 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 大 平 雄 一 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

         部 長 手 島 健 司 

      総括審議員兼 

      河川港湾局長 鈴 木 俊 朗 

       政策審議監 成 富   守 

      道路都市局長 宮 部 静 夫 
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      建築住宅局長 清 水 照 親 

        監理課長 藤 本 正 浩 

      用地対策課長 西 浦 一 義 

    土木技術管理課長 吉 良 忠 暢 

      首席審議員兼 

      道路整備課長 上 野 晋 也 

      道路保全課長 長 井 英 治 

      都市計画課長 坂 井 秀 一 

      下水環境課長 渡 辺 哲 也 

        河川課長 丸 尾   昭 

        港湾課長 亀 崎 直 隆 

        砂防課長 松 永 清 文 

        建築課長 上 妻 清 人 

        営繕課長 井 手 秀 逸 

        住宅課長 小路永   守 

         政策監 尾 上 佑 介 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課参事 小 池 二 郎 

     政務調査課主幹 佐 藤   誠 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

〇渕上陽一委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから第６回建設常任委

員会を開会します。 

 本日の委員会に３名の傍聴の申し出があり

ましたので、これを認めることといたしまし

た。 

 次に、本委員会に付託されました議案を議

題とし、議案について執行部の説明を求めた

後に質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るため、着座のまま簡潔にお願いします。 

 まず土木部長から総括説明を行い、続いて

付託議案について担当課長から順次説明をお

願いいたします。 

 初めに、手島土木部長。 

 

〇手島土木部長 初めに、委員の皆様におか

れましては、お忙しい中にもかかわらず、10

月７日から３日間、広島県の土砂災害現場を

初めとする管外視察を実施いただきましたこ

とに感謝を申し上げます。 

 それでは、今定例県議会に提出しておりま

す議案の説明に先立ちまして、最近における

土木部行政の動向について御報告いたしま

す。 

 まず、熊本地震からの復旧、復興の状況に

ついて御報告いたします。 

 県道熊本高森線の４車線化につきまして

は、10月から用地交渉に着手し、個別交渉を

鋭意進めているところでございます。 

 益城町木山地区における土地区画整理事業

につきましては、去る10月18日に、益城町及

び町議会から、県施行の要望を受け、これま

で町と具体的な協議を進めてまいりました。 

 その調整もおおむね整いましたので、町に

よる都市計画決定後、県施行により速やかに

用地買収に着手できるよう、所要の予算につ

いて、今定例会で補正予算の計上をお願いし

ているところでございます。 

 熊本高森線の４車線化、木山地区の土地区

画整理事業を迅速かつ円滑に進め、益城町の

復興に取り組んでまいります。 

 次に、災害公営住宅につきましては、現

在、12市町村で1,575戸の建設が予定されて

います。そのうち約７割について用地が確保

され、順次、整備に向けて設計等の作業が進

められている状況です。 

 今後も、関係市町村と連携し、早期整備を

目指してまいります。 

 次に、八代港のクルーズ拠点整備につきま

しては、11月22日に、港湾法に基づく国際旅

客船拠点形成計画を作成し、公表いたしまし

た。 

 また、11月25日には、八代港において、

国、ロイヤル・カリビアン社、県の共催によ

り、クルーズ船専用岸壁の着工式を行ったと

ころです。委員長と坂田委員にも御出席いた

だきました。 
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 今後も引き続き、国やロイヤル・カリビア

ン社と連携し、八代港が魅力的なクルーズ拠

点となるよう、地元とともにしっかりと取り

組んでまいります。 

 阿蘇山における砂防事業につきましては、

国土交通省が、明日12月12日に、阿蘇山にお

ける土砂災害対策の計画段階評価に関する有

識者委員会を開催されます。これは、直轄事

業化に向けた大きな一歩であります。 

 引き続き、地元市町村と一体となり、直轄

事業の新規採択に向け取り組んでまいりま

す。 

 それでは、今定例県議会に提案しておりま

す土木部関係の議案について御説明いたしま

す。 

 今回御審議いただきます議案は、平成29年

度補正予算関係議案７件、条例等関係議案17

件でございます。 

 初めに、補正予算の概要について御説明い

たします。 

 今回の補正予算は、平成28年熊本地震への

対応として、道路災害関連事業に関する経費

や、益城町における土地区画整理事業実施に

係る経費及び本年度発生した災害復旧に係る

経費等として12億8,600万円余、熊本県人事

委員会勧告を踏まえた職員給与改定分として

8,600万円余の増額補正をお願いしておりま

す。 

 あわせて、いわゆるゼロ県債の設定といた

しまして、12億7,400万円余の債務負担行為

の設定、また、716億1,200万円の繰越明許費

の設定をお願いいたしております。 

 次に、条例等議案につきまして、建築基準

法第42条第２項、道路の判定に係る和解及び

損害賠償額の決定について１件、管理瑕疵関

係等の専決処分の報告及び承認について10

件、震災関連工事の工事請負契約の締結に係

る専決処分の報告及び承認について６件の計

17件の御審議をお願いしております。 

 その他の報告事項につきましては、熊本地

震等の災害復旧事業等の進捗状況についてほ

か６件について御報告させていただきます。 

 以上、総括的な御説明を申し上げました

が、詳細につきましては担当課長から説明い

たしますので、御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 今後とも復旧・復興事業等の推進に全力で

取り組んでまいりますので、委員各位の御支

援と御協力をよろしくお願いいたします。 

 

〇渕上陽一委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いします。 

 

〇藤本監理課長 監理課でございます。 

 本日は、説明資料としまして、建設常任委

員会説明資料１冊を準備しております。ま

た、その他報告事項としまして、７件の報告

資料を準備しております。 

 それでは、お手元の建設常任委員会説明資

料をごらんください。 

 平成29年度11月補正予算について御説明を

いたします。 

 １ページをお願いします。 

 今回の補正予算は、平成28年熊本地震への

対応として、地震により被災した橋梁の復旧

に当たり、災害復旧事業とあわせて道路災害

関連事業を実施する経費や熊本地震で被災し

た益城町の都市拠点である木山地区において

土地区画整理事業を実施する経費、本年度に

発生した災害により被災した公共土木施設に

係る災害復旧費等12億8,600万円余、また、

追号となっております熊本県人事委員会勧告

を踏まえた職員給与改定分として8,600万円

余の増額補正をお願いしております。 

 上の表２段目の今回補正額ですが、一般会

計の普通建設事業として、補助事業で７億

3,200万円余、単独事業で１億6,900万円余、

災害復旧事業として、補助事業で３億2,400

万円余、単独事業で5,900万円余、投資的経

費の合計としまして12億8,600万円余の増額
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となります。 

 また、消費的経費としまして8,400万円余

を計上しており、一般会計としましては13億

7,000万円余の増額となります。 

 右側の特別会計につきましては、消費的経

費としまして200万円余の増額となります。 

 一般会計、特別会計を合わせました補正予

算額は、右側合計欄２段目、13億7,300万円

余となります。 

 補正後の合計予算額は、合計欄３段目、

1,189億600万円余になります。 

 各課別の内訳につきましては、その下の表

のとおりとなっております。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 平成29年度11月補正予算総括表でございま

す。 

 一般会計及び特別会計ごとに、各課ごとの

補正額とともに、右側に今回補正額の財源内

訳を記載しております。 

 最下段の合計欄ですが、国支出金が５億

7,300万円余、地方債が６億3,800万円、その

他が3,700万円余、一般財源が１億2,400万円

余の増額でございます。 

 表中、中ほどの今回補正額の職員給与費、

職員給与改定分でございますが、県内の民間

給与水準との格差0.33％を踏まえた人事委員

会勧告に基づき、給料表水準を引き上げると

ともに、勤勉手当の支給月数を0.20月引き上

げるなどの改定を行うものです。 

 なお、15ページから30ページに、各課の職

員給与改定に係る補正予算が出てまいります

が、先ほどの説明と同様の趣旨でございます

ので、各課からの説明は省略をさせていただ

きます。 

 また、３ページ以降に職員給与費改定以外

に各課予算が出てまいりますが、県単独事業

等に係る債務負担、いわゆるゼロ県債として

12億7,400万円余の設定をお願いしておりま

す。 

 ゼロ県債につきましては、発注平準化を図

り、県内景気を下支えすることを目的に積極

的に設定をしてまいりましたが、昨年度から

の熊本地震に伴う災害復旧等の事業量増大に

伴い、年間を通して相当量の工事が見込まれ

ることから、早期に完成する必要がある事業

及び年間維持業務等で４月１日から実施する

必要がある事業に絞ってお願いをしておりま

す。 

 以上が土木部の11月補正予算の状況でござ

います。 

 監理課からは以上です。よろしくお願いい

たします。 

 

〇吉良土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 説明資料の３ページをお願いいたします。 

 補正予算はございません。 

 上から２段目の建設単価調査費の右側の説

明欄をごらんください。 

 建設単価調査業務において、3,950万4,000

円の債務負担行為の設定でございます。 

 この調査は、土木部が発注する公共工事の

積算に用いる建設資材などの設計単価を決定

するため、市場取引の実勢価格を調査するも

のでございます。この調査は、平成30年４月

当初から開始いたします。 

 土木技術管理課は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

〇長井道路保全課長 道路保全課です。 

 まず、補正予算について御説明いたしま

す。 

 資料の４ページをお願いします。 

 上から３段目の単県道路災害関連事業費

は、平成28年熊本地震により被災した橋梁の

災害復旧工事の施工時に新たに判明した被災

部の調査等を行うもので、菊池赤水線、車帰

橋ほか４橋で１億2,500万円余を計上してお

ります。 

 次に、債務負担行為の設定を２件計上して
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おります。 

 まず、上から２段目の単県道路修繕費は、

小規模な舗装の老朽損傷箇所を舗装修繕する

もので、説明欄のとおり、大牟田植木線ほか

２カ所で6,700万円を計上しております。 

 最後に、上から５段目の道路舗装費は、主

に熊本県舗装維持管理計画に基づき舗装、補

修等を実施するもので、説明欄のとおり、八

代不知火線ほか26カ所で３億5,100万円余を

計上しております。 

 これら２件は、いずれも早期発注による梅

雤前の事業効果の発現を目的に設定しており

ます。 

 道路保全課の説明は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

〇坂井都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 資料の５ページをお願いいたします。 

 ２段目の土地区画整理事業でございます

が、補正額として７億3,200万円余を計上し

ております。これは、土地区画整理事業が予

定されている益城町木山地区において、町に

よる都市計画決定後速やかに事業を着手でき

るよう、土地の先行取得に必要な経費を計上

するものです。 

 以上、最下段のとおり、11月補正後の予算

額は63億5,100万円余となります。 

 都市計画課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

〇渡辺下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 下水環境課は、一般会計と流域下水道事業

特別会計に分かれておりますので、まず一般

会計から御説明いたします。 

 資料の７ページをお願いいたします。 

 ２段目の国庫支出金返納金として50万円を

計上しております。これは、大津町が過年度

に農業集落排水事業により取得した土地の一

部について、河川改修事業に伴い処分する必

要が生じたことから、国庫補助金の返納を行

うものでございます。 

 続きまして、５段目の農業関係施設過年発

生災害復旧費として1,000万円を計上してお

ります。これは、平成28年熊本地震により被

災した農業集落排水施設の災害復旧事業につ

いて、復興係数の導入など積算基準の変更や

施工条件の見直しなどにより増額する必要が

生じたことから、補正をお願いするものでご

ざいます。 

 以上、一般会計での課の合計は、最下段に

記載しておりますとおり、補正額の合計は

1,050万円の増で、補正後の額は10億9,470万

7,000円でございます。 

 続きまして、資料の８ページをお願いいた

します。 

 流域下水道事業特別会計について御説明い

たします。流域下水道管理費について、債務

負担行為の設定をお願いしております。 

 ２段目の熊本北部流域下水道管理費の右端

の説明欄をごらんください。 

 下水道管理者には、下水道法において下水

道からの放流水の水質検査の実施が義務づけ

られており、この水質検査を次年度当初から

円滑に実施するため、検査業務委託に関する

経費として359万6,000円の債務負担行為の設

定をお願いするものです。 

 同じく、４段目の球磨川上流流域下水道管

理費、６段目の八代北部流域下水道管理費に

つきましても同様に、それぞれ384万7,000

円、374万5,000円の債務負担行為の設定をお

願いいたしております。 

 下水環境課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

〇丸尾河川課長 河川課でございます。 

 まず、補正予算について御説明いたしま

す。 

 資料の９ページをお願いいたします。 
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 上から３段目の河川改良費のうち、単県河

川災害関連事業費で4,300万円余を計上して

おります。これは、被災した公共土木施設が

災害査定で採択された、原形復旧だけでは再

度の被災が懸念される場合に、補助災害復旧

事業とあわせて行う改良復旧に要する経費で

す。 

 次に、資料の10ページをお願いいたしま

す。 

 １段目の河川等補助災害復旧費で、２事業

合わせて３億1,400万円余を計上しておりま

す。 

 １つ目が、２段目の市町村災害復旧指導監

督事務費で2,300万円余を計上しておりま

す。これは、市町村の災害復旧事業に対する

指導監督のための事務費です。 

 ２つ目は、４段目の現年発生国庫補助災害

復旧費で２億9,000万円余を計上しておりま

す。これは、主に台風第18号等により被災し

た公共土木施設の補助災害復旧費です。 

 次に、５段目の河川等単県災害復旧費で、

２事業合わせて5,900万円余を計上しており

ます。 

 １つ目が、６段目の現年発生災害復旧工事

費で3,500万円余を計上しております。これ

は、国の補助災害復旧事業の採択基準を満た

さない被災施設に係る単県災害復旧費です。 

 ２つ目は、７段目の災害復旧事業設計調査

費で2,300万円余を計上しております。これ

は、災害査定設計書作成に係る委託費です。 

 以上、河川課の補正額の総額は、最下段の

とおり４億1,700万円余となり、補正後の合

計額は344億9,800万円余となります。 

 次に、ゼロ県債の債務負担行為の設定につ

いて御説明いたします。 

 前ページに戻っていただき、資料の９ペー

ジをお願いいたします。 

 説明欄上から２段目の河川海岸維持修繕費

で１億6,300万円の設定をお願いいたしてお

ります。これは、河川海岸施設の修繕などを

年度当初から行うためのものです。 

 次に、５段目の単県河川改良費で1,500万

円の設定をお願いいたしております。これ

は、長洲町の宮崎川河口部に設置された樋門

改修をノリ養殖業に支障のない時期までに完

了するためのものです。 

 次に、下から２段目の単県海岸保全費で

1,200万円の設定をお願いいたしておりま

す。これは、荒尾海岸における海岸保全施設

の補修をノリ養殖業に支障のない時期までに

完了するためのものです。 

 資料の10ページをお願いいたします。 

 ３段目の過年発生国庫補助災害復旧費で、

庁用自動車賃借の債務負担行為の設定として

500万円余をお願いいたしております。これ

は、災害復旧事業の施行に伴い必要となる庁

用自動車のリース契約を年度当初から行うた

めのものです。 

 河川課の説明は以上となります。よろしく

お願いいたします。 

 

〇亀崎港湾課長 港湾課です。 

 資料の11ページをお願いします。 

 全て債務負担行為でございます。 

 まず、一般会計について御説明いたしま

す。右側の説明欄をお願いします。 

 上から２段目の単県港湾修築事業費におい

て4,600万円の債務負担行為の設定を計上し

ております。これは、八代港ほか県管理港湾

におきまして、港湾施設の年間維持管理業務

委託を行うもので、年度当初から適切に維持

管理を行うために、ゼロ県債の設定をお願い

するものでございます。 

 次に、３段目の単県港湾整備事業費におき

まして、２件の債務負担行為の設定をお願い

しております。 

 まず、１件目の６億2,000万円の債務負担

行為でございますが、これは、長洲港ほか３

港におけるしゅんせつ事業で、ノリ養殖に支

障のない時期までに工事を完了するために、
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ゼロ県債の設定を計上しております。 

 次に、その下の1,000万円の債務負担行為

ですが、これは、八代港においてクルーズ船

が早朝、夜間に入出港する際の安全対策とし

て、岸壁等に照明を設置する業務を年度当初

から行うためのものでございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 次に、港湾整備事業特別会計について御説

明いたします。 

 上から２段目の施設管理費で6,600万円余

の債務負担行為の設定を計上しております。

これは、八代港におけるクルーズ船寄港時の

警備業務及び熊本港管理事務所における庁舎

等の年間の管理業務を年度当初から行うため

のものでございます。 

 港湾課は以上です。よろしくお願いしま

す。 

 

〇藤本監理課長 監理課でございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 平成29年度繰越明許費でございます。 

 １の一般会計につきましては697億900万

円、２の港湾整備事業特別会計につきまして

は３億8,400万円、３の用地先行取得事業特

別会計につきましては12億1,300万円、４の

流域下水道事業特別会計につきましては３億

600万円、一般会計及び特別会計を合わせた

土木部合計は、716億1,200万円の設定をお願

いしております。 

 なお、昨年度12月の設定額は1,358億7,900

万円であり、昨年度の約２分１となっており

ます。 

 事業の繰り越しにつきましては、事業の進

捗管理と効率的な執行を図るとともに、適正

工期の確保等、適切に運用してまいります。 

 監理課からは以上でございます。 

 

〇上妻建築課長 建築課でございます。 

 資料の31ページをお願いいたします。 

 第16号議案、和解及び損害賠償額の決定に

ついてでございます。 

 詳細につきましては、右ページの概要によ

り説明させていただきます。 

 この事案は、４に記載のとおり、和解の相

手方が建築基準法第42条第２項に規定する道

路に接する敷地について、県からの不適切な

判定に基づきまして、道路中心からの後退を

せずに擁壁を築造したため、移設工事等の損

害を発生させたものでございます。 

 不適切な判定が明らかになった日時は、平

成29年７月10日です。 

 場所は、上益城郡嘉島町鯰地内であり、損

害額及び賠償額は、いずれも158万9,965円で

ございます。 

 なお、賠償額の支払いにつきましては、県

の業務に係ることであることから、県が加入

しております特定行政庁賠償責任保険で対応

することとしており、県からの支出は、この

保険の免責金額の10万円でございます。 

 本事案は、道路に関する相談を受けた際

に、熊本地震後で業務量が大幅に増加してい

たこともあり、十分な確認ができずに回答し

たことから発生したものでございます。 

 現在は、人員をふやすとともに、道路相談

への回答に当たりまして、判定記録の再確認

を徹底し、再発防止に努めております。 

 建築課は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

 

〇長井道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 道路の管理瑕疵に関する専決処分の報告及

び承認については、説明資料の33ページの第

23号議案から第31号議案までの９件でござい

ます。 

 まず、資料の33ページの第23号議案でござ

いますが、詳細は右ページの概要にて説明い

たします。 

 本件は、平成29年３月26日、午前９時から

午前10時までの間、高森町大字上色見におき
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まして、和解の相手方が国道265号を普通乗

用自動車で進行中、路面に生じていた穴ぼこ

に左前後輪が落下し、左前後輪等を破損した

ものであります。 

 運転者が前方を注意するなど一般的な注意

をもって運転していれば事故を回避できた可

能性があることを考慮して、被害額の５割に

当たる５万円を賠償しております。 

 次に、資料の35ページの第24号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年３月31日午前零時ごろ、

天草市天草町下田北におきまして、和解の相

手方が国道389号を普通乗用自動車で進行

中、進行方向左側ののり面から落ちてきた石

に衝突し、フロントバンパー等を破損したも

のであります。 

 本件は、走行中に直前に落ちてきた石に衝

突した事故で、運転者が事故を回避すること

が困難であることを考慮して、被害額の全額

に当たる197万6,640円を賠償しております。 

 次に、資料の37ページの第25号議案でござ

いますが、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年４月９日午後１時30分ご

ろ、南阿蘇村大字河陰におきまして、和解の

相手方が主要地方道熊本高森線を軽乗用自動

車で進行中、路面に生じていた穴ぼこに左前

後輪が落下し、左前後輪等を破損したもので

あります。 

 本件は、熊本地震による影響があった事故

と考えております。 

 運転者が前方を注視するなど一般的な注意

をもって運転していれば事故を回避できた可

能性があることを考慮して、被害額の５割に

当たる７万7,951円を賠償しております。 

 次に、資料の39ページの第26号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年５月９日正午ごろ、大津

町大字杉水におきまして、和解の相手方が国

道325号を軽乗用自動車で進行中、進行方向

左側の街路樹からの落枝が直撃し、フロント

ガラスを破損したものであります。 

 本件は、直撃事案であり、運転者が事故を

回避することが困難であることを考慮して、

被害額の全額に当たる９万7,340円を賠償し

ております。 

 次に、資料の41ページの第27号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年６月２日午後６時ごろ、

菊陽町大字津久礼におきまして、和解の相手

方が県道辛川鹿本線の歩道を普通自転車で進

行中、橋梁と道路とのジョイント部分に生じ

ていた段差(溝)に前輪をとられて転倒し、右

手のひらを負傷する等をしたものでありま

す。 

 運転者が前方を注意するなど一般的な注意

をもって運転していれば事故を回避できた可

能性があることを考慮して、被害額の８割に

当たる４万3,198円を賠償しております。 

 次に、資料の43ページの第28号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年６月８日午後６時30分ご

ろ、五木村大字乙におきまして、和解の相手

方が主要地方道宮原五木線を普通乗用自動車

で進行中、進行方向左側ののり面から落ちて

きた石が直撃し、左フロントフェンダー等を

破損したものであります。 

 本件は直撃事案であり、運転者が事故を回

避することが困難であることを考慮して、被

害額の全額に当たる85万6,613円を賠償して

おります。 

 次に、資料の45ページの第29号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年８月22日午前11時50分ご

ろ、球磨村大字一勝地におきまして、和解の

相手方が国道219号を軽乗用自動車で進行

中、進行方向左側ののり面から落ちていた石

に衝突し、左前輪を破損したものでありま

す。 

 運転者が前車との適正な車間距離を保持し

て運転していれば事故を回避できた可能性が
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あることを考慮して、被害額の３割に当たる

3,720円を賠償しております。 

 次に、資料の47ページの第30号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年９月２日午前６時50分ご

ろ、甲佐町大字上揚におきまして、和解の相

手方が県道三本松甲佐線を軽乗用自動車で進

行中、進路前方の路上障害物に衝突し、右前

輪を破損したものであります。 

 路上障害物は、道路上に設置した鉄板の溶

接部分が鋭利に突起したものであり、鉄板に

異状があるようには見えず、運転者が異状を

発見することが困難であることを考慮して、

被害額の全額に当たる8,710円を賠償してお

ります。 

 次に、資料の49ページの第31号議案です

が、右ページをお願いします。 

 本件は、平成29年９月２日午前８時ごろ、

甲佐町大字上揚におきまして、和解の相手方

が県道三本松甲佐線を普通乗用自動車で進行

中、進路前方の路上障害物に衝突し、右前輪

を破損したものであります。 

 路上障害物は、道路上に設置した鉄板の溶

接部分が鋭利に突起したものであり、鉄板に

異状があるようには見えず、運転者が異状を

発見することが困難であることを考慮して、

被害額の全額に当たる9,500円を賠償してお

ります。 

 なお、本件事故箇所は、第30号議案と同一

箇所でございます。 

 道路保全課の説明は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

〇亀崎港湾課長 港湾課です。 

 資料の51ページ、第32号の議案でございま

すが、右のページをお願いします。 

 本件は、平成29年５月24日午前９時30分か

ら、翌25日午後４時40分までの間に、熊本港

フェリーターミナルの駐車場におきまして、

和解の相手方が軽乗用自動車を駐車していた

ところ、障害者の方の優先駐車場であること

を示すために設置していた標識が老朽化によ

り倒れ、車両右後部が損傷したものでありま

す。 

 駐車している間に標識が倒れ車両が損傷し

た事故でございまして、所有者が予見回避す

ることは困難であることを考慮しまして、被

害額の全額に当たる５万8,298円を賠償して

おります。 

 港湾課は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

 

〇藤本監理課長 監理課でございます。 

 第33号議案から第38号議案まで、工事請負

契約締結に関する専決処分の報告及び承認に

ついてでございます。 

 今回御審議をお願いしております６件の工

事請負契約締結に関する専決処分の報告及び

承認につきましては、熊本地震からの災害復

旧に関連する工事請負契約であり、熊本地震

からの迅速な復旧を図るため１者入札可と

し、契約締結までの期間を可能な限り短縮

し、一日も早く着手できるよう専決処分を行

ったものでございます。 

 53ページをお願いいたします。 

 第33号専決処分の報告及び承認について御

説明いたします。 

 高野台災害関連緊急地すべり対策(土工)工

事に係る平成29年11月２日の専決の内容で

す。 

 工事名は、高野台災害関連緊急地すべり対

策(土工)工事。 

 工事内容は、掘削工、盛土工及びのり面整

形工。 

 工事場所は、阿蘇郡南阿蘇村河陽地内。 

 工期は、契約締結の日の翌日から平成30年

３月23日まで。契約締結日は、平成29年11月

２日でございます。 

 契約金額は、５億7,564万円。これは、消

費税及び地方消費税相当額を含む額でござい
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ます。 

 契約の相手方は、藤本・杉本・熊阿復旧・

復興建設工事共同企業体。 

 契約の方法は、一般競争入札でございま

す。 

 次に、54ページをお願いいたします。 

 第33号議案の入札経緯及び入札結果でござ

います。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格と

して、上段から、建設工事の種類、共同企業

体の構成員数、格付等級又は経営事項審査の

総合評定値、営業所の所在地、施工実績に関

する事項及び配置予定技術者に関する事項に

ついて、記載のとおり設定しております。 

 ２の評価に関する基準ですが、本工事は、

入札時に技術申請書等の提出を求め、技術評

価と入札価格を総合的に評価して落札者を決

定する総合評価方式の適用工事のうち、品質

確保のための体制その他の施工体制の確保状

況を確認し、施工内容を確実に実現できるか

どうかについて審査し、評価を行う施工体制

確認型総合評価方式で実施いたしました。 

 なお、本事業は、震災関連等工事であるこ

とから、施工計画の提出は求めない簡易型で

実施しており、提出された企業実績等の評価

に基づく技術評価点を入札価格で除して算出

した評価値が最も高い者を落札者といたしま

した。 

 なお、33号議案から37号議案までにつきま

しては、ただいま御説明しました１の競争入

札に参加する者に必要な資格及び２の評価に

関する基準につきましては、内容が同じであ

りますので、それ以降37号議案までの当該説

明を省略させていただきます。 

 次に、55ページをお願いいたします。 

 ３の開札及び総合評価結果でございます

が、入札には２者の復旧・復興建設工事共同

企業体が參加し、平成29年９月27日に開札を

行い、評価値を算出しております。 

 その結果、技術評価点が126.90で、税抜き

５億8,187万9,000円の予定価格に対しまし

て、税抜き５億3,300万円で入札しました藤

本・杉本・熊阿復旧・復興建設工事共同企業

体が、評価値23.8086となり、落札を決定し

ております。 

 次に、57ページをお願いいたします。 

 第34号専決処分の報告及び承認について御

説明いたします。 

 宇土川28年災害関連緊急砂防(堰堤工)工事

に係る平成29年11月９日専決の内容です。 

 工事名は、宇土川28年災害関連緊急砂防

(堰堤工)工事。 

 工事内容は、砂防堰堤工。 

 工事場所は、阿蘇市狩尾地内。 

 工期は、契約締結の日の翌日から平成30年

３月23日まで。契約締結日は、平成29年11月

９日でございます。 

 契約金額は、６億3,081万7,200円。これ

は、消費税及び地方消費税相当額を含む額で

ございます。 

 契約の相手方は、池田・熊阿・肥後復旧・

復興建設工事共同企業体。 

 契約の方法は、一般競争入札でございま

す。 

 次に、58ページをお願いいたします。 

 第34号議案の入札経緯及び入札結果でござ

います。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格、

２の評価に関する基準につきましては、33号

議案と同じですので、省略させていただきま

す。 

 次に、59ページをお願いいたします。 

 ３の開札及び総合評価結果でございます

が、入札には２者の復旧・復興建設工事共同

企業体が參加し、平成29年10月24日に開札を

行い、評価値を算出しております。 

 その結果、技術評価点が128.20で、税抜き

５億8,998万8,000円の予定価格に対しまし

て、税抜き５億8,409万円で入札しました池

田・熊阿・肥後復旧・復興建設工事共同企業
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体が、評価値21.9487となり、落札を決定し

ております。 

 次に、61ページをお願いいたします。 

 第35号議案専決処分の報告及び承認につい

て説明いたします。 

 芝原川28年災害関連緊急砂防(堰堤工)工事

に係る平成29年11月９日の専決内容です。 

 工事名は、芝原川28年災害関連緊急砂防

(堰堤工)工事。 

 工事内容は、砂防堰堤工。 

 工事場所は、阿蘇郡南阿蘇村中松地内。 

 工期は、契約締結の日の翌日から平成30年

３月23日まで。契約締結日は、平成29年11月

９日でございます。 

 契約金額は、７億3,548万円。これは、消

費税、地方消費税相当額を含む金額でござい

ます。 

 契約の相手方は、岩永・八十・昌南復旧・

復興建設工事共同企業体。 

 契約の方法は、一般競争入札でございま

す。 

 次に、62ページをお願いいたします。 

 第35号議案の入札経緯及び入札結果でござ

います。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格、

２の評価に関する基準については、省略をさ

せていただきます。 

 次に、63ページをお願いいたします。 

 ３の開札及び総合評価結果でございます

が、入札には２者の復旧・復興建設工事共同

企業体が参加し、平成29年10月24日に開札を

行い、評価値を算出しております。 

 その結果、技術評価点が124.80で、税抜き

６億8,156万3,000円の予定価格に対しまし

て、税抜き６億8,100万円で入札をしました

岩永・八十・昌南復旧・復興建設工事共同企

業体が、評価値18.3260となり、落札を決定

しております。 

 次に、65ページをお願いいたします。 

 第36号議案専決処分の報告及び承認につい

て御説明いたします。 

 立野川１他28年災害関連緊急砂防(堰堤工)

工事他合併に係る平成29年11月９日の専決の

内容です。 

 工事名は、立野川１他28年災害関連緊急砂

防(堰堤工)工事他合併。 

 工事内容は、砂防堰堤工２基。 

 工事場所は、阿蘇郡南阿蘇村立野地内。 

 工期は、契約締結の日の翌日から平成30年

３月23日まで。契約締結日は、平成29年11月

９日でございます。 

 契約金額は、７億9,151万2,560円。これ

は、消費税、地方消費税相当額を含む額でご

ざいます。 

 契約の相手方は、味岡・藤本・熊阿復旧・

復興建設工事共同企業体。 

 契約の方法は、一般競争入札でございま

す。 

 次に、66ページをお願いいたします。 

 第36号議案の入札経緯及び入札結果でござ

います。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格、

２の評価に関する基準につきましては、省略

させていただきます。 

 次に、67ページをお願いいたします。 

 ３の開札及び総合評価結果でございます

が、入札には３者の復旧・復興建設工事共同

企業体が参加し、平成29年10月24日に開札を

行い、評価値を算出しております。 

 その結果、技術評価点が128.80で、税抜き

８億1,431万3,000円の予定価格に対しまし

て、税抜き７億3,288万2,000円で入札しまし

た味岡・藤本・熊阿復旧・復興建設工事共同

企業体が、評価値17.5745となり、落札を決

定しております。 

 次に、69ページをお願いいたします。 

 第37号議案専決処分の報告及び承認につい

てでございます。 

 三王谷川１他28年災害関連緊急砂防(堰堤

工)工事他合併に係る平成29年11月９日専決
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の内容です。 

 工事名は、三王谷川１他28年災害関連緊急

砂防(堰堤工)工事他合併。 

 工事内容は、砂防堰堤工２基。 

 工事場所は、阿蘇郡南阿蘇村長野地内。 

 工期は、契約締結の日の翌日から平成30年

３月23日まで。契約締結日は、平成29年11月

９日でございます。 

 契約金額は、８億9,629万2,000円。これ

は、消費税、地方消費税相当額を含む額でご

ざいます。 

 契約の相手方は、三和・佐藤・速永復旧・

復興建設工事共同企業体。 

 契約の方法は、一般競争入札でございま

す。 

 次に、70ページをお願いいたします。 

 第37号議案の入札経緯及び入札結果でござ

います。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格、

２の評価に関する基準につきましては、省略

をいたします。 

 次に、71ページをお願いいたします。 

 ３の開札及び総合評価結果でございます

が、入札には３者の復旧・復興建設工事共同

企業体が参加し、平成29年10月24日に開札を

行い、評価値を算出しております。 

 その結果、技術評価点が126.40で、税抜き

９億2,211万1,000円の予定価格に対しまし

て、税抜き８億2,990万円で入札をしました

三和・佐藤・速永復旧・復興建設工事共同企

業体が、評価値15.2308となり、落札を決定

しております。 

 なお、第33号から第37号までの工事は、工

期が平成30年３月23日までとなっております

が、今後、事故繰り越しの手続を行った後、

工期の変更を行う予定でございます。 

 次に、73ページをお願いいたします。 

 第38号議案専決処分の報告及び承認につい

て説明いたします。 

 第二高校28年地震災害復旧(管理棟他改築)

工事他合併に係る平成29年11月９日専決の内

容です。 

 工事名は、第二高校28年地震災害復旧(管

理棟他改築)工事他合併。 

 工事内容は、管理棟、図書館棟及び渡り廊

下の災害復旧工事。 

 工事場所は、熊本市東区東町３丁目13番１

号地内。 

 工期は、契約締結の日の翌日から340日

間。契約締結日は、平成29年11月９日で、工

期は平成30年10月15日まででございます。 

 契約金額は、９億5,364万円。これは、消

費税及び地方消費税相当額を含む額でござい

ます。 

 契約の相手方は、吉永・坂口建設工事共同

企業体。 

 契約の方法は、一般競争入札でございま

す。 

 次に、74ページをお願いいたします。 

 第38号議案の入札経緯及び入札結果でござ

います。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格と

して、上段から、建設工事の種類、共同企業

体の構成員数、格付等級又は経営事項審査の

総合評定値、営業所の所在地、施工実績に関

する事項及び配置予定技術者に関する事項に

ついて、記載のとおり設定しております。 

 ２の評価に関する基準ですが、本工事は、

入札時に技術申請書等の提出を求め、技術評

価と入札価格を総合的に評価して落札者を決

定する総合評価方式の適用工事のうち、品質

確保のための体制その他の施工体制の確保状

況を確認し、施工内容を確実に実現できるか

どうかについて審査し評価を行う施工体制確

認型総合評価方式で実施いたしました。 

 なお、本事業は、熊本地震からの復旧工事

として、被災した管理棟、図書館棟及び渡り

廊下の建てかえを行うことから、施工計画の

提出を求める基本型で実施しており、施工計

画として品質確保及び施工上の課題を設定
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し、提出された技術申請書等の評価に基づく

技術評価点を入札価格で除して算定した評価

値が最も高い者を落札者としました。 

 次に、75ページをお願いいたします。 

 決定した課題は、品質確保に関し４項目、

施工上の課題に関して４項目、合計８項目と

なっております。 

 ３の開札及び総合評価結果でございます

が、入札には１者の建設工事共同企業体が参

加し、平成29年10月19日に開札を行い、評価

値を算出しております。 

 その結果、技術評価点106.80で、税抜き８

億8,311万9,000円の予定価格に対しまして、

税抜き８億8,300万円で入札をしました吉

永・坂口建設工事共同企業体が、評価値

12.0951となり、落札者を決定しておりま

す。 

 監理課からは以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

〇渕上陽一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、議案について質疑を受けた

いと思います。質疑はありませんか。 

 

〇坂田孝志委員 道路瑕疵ですかね、道路保

全課の。石が落ちてきてというのが３つあり

ましたね。 

 それで、２つは10割、１つは３割、これは

どういうあれですか。 

 

〇長井道路保全課長 石が直撃したものと、

ほぼ直撃と同じようなものについては10割と

いうふうに判断しております。 

 落ちていた石で破損されたものが29号でご

ざいますが、29号は、昼ごろでございますの

で、一般的な注意をもって運転していれば避

ける可能性があったということで考えて、３

割の認定としております。 

 以上でございます。 

 

〇坂田孝志委員 昼間、石がこれは落ちてい

たの。 

 

〇長井道路保全課長 落ちていたという。 

 

〇坂田孝志委員 落ちていたのと落ちてき

た、それは違うよな。しかし、それは誰が見

たのか、本人か。第三者が見て判断したなら

あれだけど。 

 

〇長井道路保全課長 本人の申請をもとに現

地で立ち会いをして、根拠を裏づけておりま

す。 

 

〇坂田孝志委員 そして、そういうところだ

から、これは、たまたまみんな左側だね。右

側から、これは運転席にでも当たったら大変

だろうし、歩行者でもおったらですね。 

 それから、そこの対応は何かされました

か。 

 

〇長井道路保全課長 基本的には、その現場

にたまっている石とか破れ等がありました

ら、補修をしております。 

 

〇坂田孝志委員 大きな事故にならないよう

に気をつけてほしい。 

 しかし、一番最初のやつは200万ぐらい

と、えらい大きいですね。これば、車が高級

車だったんですか。 

 

〇長井道路保全課長 委員が言われるとお

り、高級車でもありまして、修繕費も約105

万と修理費もかかっておりますが、もう一つ

は、修理するに当たりまして取り寄せる部品

がございました。これは、外から供給するも

のですが、震災後メーカーからの供給がおく

れておりまして、供給するのに時間がかかっ

て、加工して取りつけております。 

 そういうことで、修繕費105万と、その
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間、修理に長期間かかりましたので、その期

間の代車代が約92万程度入っております。合

わせまして197万程度というふうになってお

ります。 

 

〇坂田孝志委員 はい、わかりました。 

 契約ですが、これは三和さんと佐藤さんと

速永さんですかね。３つが無効になっとるで

すな、これは何かあったんですか。 

 

〇藤本監理課長 無効という業者につきまし

ては、同一日に公告をして、同一日に落札決

定した複数工事の他の工事を落札したことに

より無効としたものでございます。 

 これは、復旧・復興工事を多数発注をして

おりまして、多くの建設業者に入札に参加し

てもらうということを目的に、同じ技術者を

複数の入札案件に配置予定として参加をされ

ます。そのあらかじめ条件を設定いたしまし

て、同一公告日で同一落札決定日の複数のも

のについて、あらかじめ優先順位をつけてお

きまして、同一技術者を配置予定として、優

先順位の高い工事を落札された場合、それ以

外の工事にその技術者を配置することができ

なくなりますので、その他の工事については

無効という取り扱いをしております。 

 例えば、先ほどの34号議案の三和・佐藤・

速永復旧・復興建設工事共同企業体につきま

しては、これは37号のほうで落札をされてお

りまして、同じ技術者を配置予定とされてお

りました関係で、こちらのほうを無効とした

ものでございます。 

 

〇坂田孝志委員 当然、業者も理解した上で

の入札に参加ですよね。結果としてそうなっ

たんでしょう、結果として。入札そのものは

有効じゃないんですか。そして、こっちで落

札されたから、これは落札にならないという

かですな。入札そのものは有効じゃないんで

すか。違うの。だって、それだったら、はな

っからじゃだめになるなんじゃないですか。

結果としてそうなったんじゃないの。違いま

すか。 

 

〇藤本監理課長 もちろん、これにつきまし

ては公告で条件をつけておりまして、それに

ついては参加された業者さんも理解した上で

参加をされておりますということと、実は、

こちらを無効にしないと、例えば、先ほどの

34号議案でいいますと、池田さんのグループ

が落札となっておるんですけれども、例えば

三和さんのほうが評価値が高いという場合も

あり得まして、その場合、同じ技術者が配置

されておるにもかかわらず、三和さんが有効

にしてしまうと、こちらを落札者としなけれ

ばならないことになって、同じ配置予定技術

者を無効にしない限り、池田さんのグループ

を落札者とできないという法的な問題がある

関係で、このような取り扱いをしておりま

す。 

 

〇坂田孝志委員 そうかな。そんなことがあ

ったときは、業者が辞退とかなればな。そう

じゃないですか。これは落札だから、これは

辞退と、辞退されたので池田さんが落札。入

札そのものは適用要件とか何だとか、かなっ

ているんでしょう。違うのかな。かなってな

ければ無効ですよな。無効じゃないですか。

入札の時点では、どこが落札するかわかんな

いんだから。 

 

〇成富政策審議監 手続上の話でございまし

て、入札自体は有効にされてますけど、落札

決定に当たっての処置としまして、そういう

無効という取り扱いをさせていただいている

という状況でございます。入札自体は、やっ

ぱり参加をちゃんといただいて…… 

 

〇坂田孝志委員 それは、発注者の判断です

か。どうなっておるんですか、そういうこと
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になっておるわけですかね。その入札の中

に、いっぱいこうあったときに、今のような

条件になったときは、落札されたほかのは無

効になりますよとなっていればもう。そうじ

ゃないと、何で、俺はちゃんと入れ札してあ

るのに何で無効なんだよと、何か俺は不手際

があったかなとなったら、誤解を招いちゃい

かぬから一応聞いているんです。 

 

〇成富政策審議監 委員おっしゃるとおり、

入札公告のときにきちんとその辺は公告して

入札していただいてますんで、入札される方

はその辺は理解の上、入札していただいてい

るという状況でございます。 

 

〇坂田孝志委員 ほかのをぱっと見て、これ

は何でだったのかて、そういうあれを持たれ

ぬようにですな。わかっていればいいんです

けどね、確認の意味でお尋ねしたところであ

ります。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

〇内野幸喜副委員長 今のところでいいです

か、関連して。 

 今専決のことを課長から説明ありましたけ

れども、落札率の問題とかもちょっとお聞き

したいんですが、その前に、そもそものその

予定価格という、この根拠と位置づけという

のをまずちょっとお聞かせいただきたいんで

すけれども。 

 

〇藤本監理課長 予定価格につきましては、

定められた積算基準に基づいて、設計図書を

もとに積算した結果が予定価格としておりま

す。これは標準の歩掛かり、定められた歩掛

かりと単価、調査をしました単価をもとに積

み上げたものでございます。 

 

〇内野幸喜副委員長 位置づけというか、だ

から、そこはどうですか。 

 

〇藤本監理課長 位置づけとしまして、基本

的に予定価格以下かつ最低制限価格以上であ

れば、法令上はその中で自動的に落札となる

ものでございます。 

 

〇内野幸喜副委員長 その話聞くと、基本的

にその予定価格に近いから悪いとか、そうい

うわけじゃないんですよね。恐らくその予定

価格に非常に近いところは競争が働いてない

という、まあいろんな意見もあると思いま

す。 

 で、その中で、それぞれの企業が企業努力

で、まあこれぐらいだったら何とか利益を出

して工事施工できるだろうという判断のもと

に、多分この価格でということで入れ札して

いると思うんですよね。 

 ただ、今、県民の中に、１者入札とかの件

で競争が働いてないんじゃないかという懸念

があるのもまた事実なんですね。そういった

状況について、今どんなふうに考えていらっ

しゃいますか。 

 

〇藤本監理課長 ただいま御質問がありまし

た落札率でございますが、今回の専決案件も

落札率はやや差がある状況にはございます。 

 入札につきましては、それぞれ参加する企

業が現場の施工条件とか資機材の調達コス

ト、それから下請の確保状況などをもとに見

積もりを行われた上で、その工事の受注意欲

を勘案して入札価格を決められた結果であり

ます。あくまでも結果ではあるというふうに

考えております。 

 なお、最近は大量の復旧・復興工事が発注

されており、人手不足などから、落札につい

ては全体的には高目になっている傾向にござ

います。 

 ですから、例えば今回の案件でいくと、建
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築工事についてはかなり高い落札率ではござ

いましたけれども、建築は特に民間工事が忙

しく、職員も不足している。また、聞くとこ

ろによりますと、くい工事の下請確保がかな

り厳しい状況であるという、いろんな要因が

働いていると思いますので、やはり高い落札

率のものが多いということになっていると思

っております。 

 

〇内野幸喜副委員長 今のその状況を考える

と、そういう傾向になっているんじゃないか

ということですね。 

 これの対策というのも別に何か、じゃあ、

いろいろ言われているからどうこうというの

は、それはないと思うんですね。 

 ただ、先ほど言ったように、一つ誤解があ

るとすれば、その根拠に基づいた予定価格の

中で、それぞれの企業努力によって、これだ

ったら利益が出る、これ以上の金額だったら

ちょっとなかなか利益が出ないよという中で

判断しているわけですから、やっぱりその予

定価格についての、何というんですかね、ち

ゃんとした根拠に基づいてやっているんだと

いうことも、ちゃんと広く、こういう根拠で

出ている工事価格なんですよということも、

やっぱり土木部として言っていくべきじゃな

いかなと思います。そこはですね。 

 

〇藤本監理課長 御指摘のとおりだとは思い

ますので、引き続き入札については、そうい

ったものについてもきちっと――実は、入札

監視委員会とかでも、このようなことについ

ては御説明し審議をしていただくということ

にしておりますので、引き続ききちっと御説

明をしてまいりたいと思っております。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

〇森浩二委員 繰越明許費の件で、流域下水

道ですけど、下水道は計画的にやっているの

に、何で３億円近い繰り越しを……。 

 

〇渡辺下水環境課長 下水環境課でございま

す。 

 流域下水道事業関係につきまして、３億円

余の繰り越しを計上させていただいておると

ころでございます。 

 このうち多くは、施設の改築更新に要する

費用でございます。その中でも、球磨川上流

流域下水道処理場につきましては、汚泥脱水

機の増設や電気設備更新など、２億円余の工

事を実施しているところでございますが、こ

の予定価格の算定に当たり、資材単価の調査

などに時間を要し発注がおくれ、やむなく繰

越明許費の設定をお願いしているところでご

ざいます。 

 

〇森浩二委員 発注がおくれたということで

すね。 

 

〇渡辺下水環境課長 はい。 

 

〇森浩二委員 わかりました。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○渕上陽一委員長 なければ、以上で質疑を

終了いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号から第４号まで、第16

号、第23号から第38号まで及び第42号から第

44号までについて、一括して採決したいと思

いますが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇渕上陽一委員長 異議なしと認め、一括し

て採決いたします。 

 議案第１号外23件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません
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か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇渕上陽一委員長 異議なしと認めます。よ

って、議案第１号外23件は、原案のとおり可

決または承認することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

〇渕上陽一委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から、報告の申し出が７件あってお

ります。 

 まず、報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、順次報告をお願いします。 

 

〇吉良土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 報告事項１をお願いいたします。 

 これまでも報告しております熊本地震及び

梅雤前線豪雤等に伴う災害復旧事業及び災害

復旧関係事業の進捗状況でございます。 

 前回は６月末現在の状況でございましたけ

れども、今回は９月末現在の状況でございま

す。 

 また、今回は、県分、市町村分の内訳も加

えまして整理しております。 

 それではまず、県、市町村を合わせた復旧

事業の全体的な進捗状況でございますけれど

も、表の最下段、合計欄をごらんください。 

 全体工事費約1,788億円でありまして、こ

のうち９月末までに約795億円を発注し、そ

の発注率は約44.5％で、前回報告の６月末に

比べ、約6.9ポイント上昇しております。 

 また、工事が竣工したものの割合でありま

す完了率は約12.9％で、６月末に比べ約4.6

ポイント上昇しております。 

 次に、事業別及び県、市町村別の進捗状況

の内訳でございますけれども、まず、災害復

旧事業ですが、表の発注欄３段目から５段目

をごらんください。 

 公共土木施設災害復旧事業では、県、市町

村とも発注率は60％程度となっている一方、

農業用施設災害復旧事業では、県、市町村合

わせて約37％という状況でございます。 

 次に、災害復旧関係事業でございますけれ

ども、発注欄の下から７段目をごらんくださ

い。 

 土木部所管事業では、設計や用地取得等に

時間を要していることから、発注率が県、市

町村合わせて約６％と１桁にとどまっている

という状況でございます。本事業の促進に向

け、さらに重点的に取り組んでまいります。 

 なお、裏面は参考資料でございまして、上

段のグラフは災害復旧事業の３月末以降の発

注率と完了率の推移、下段の表は災害復旧事

業の件数ベースでの取りまとめでございま

す。 

 以上が熊本地震等に伴う災害復旧事業等の

進捗状況でございます。 

 それでは、次のページをごらんください。 

 ｢熊本県土木部 復旧・復興のあゆみ」の

発行についての報告でございます。 

 土木部では、復旧、復興の取り組みをわか

りやすくお知らせするため「復旧・復興のあ

ゆみ」を発行することとしまして、第１号を

10月上旪に県のホームページに掲載いたしま

した。今後も定期的に発行し、復旧、復興の

姿の見える化を進めてまいります。 

 以上で報告事項１の説明を終わります。 

 続きまして、報告事項２をお願いいたしま

す。 

 建設工事における円滑な施工確保対策の取

り組みについてでございます。 

 今回新たに２つの取り組みを開始いたしま

したので、御報告いたします。 
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 まず１つ目が、復興係数の引き上げでござ

います。 

 復興係数は、工事価格算定における共通仮

設費及び現場管理費の算定率を補正するもの

で、東日本大震災被災地の東北３県で初めて

適用され、本県では本年２月１日から全県で

適用されているところでございます。 

 まず、(1)の経緯ですが、本年４月以降も

不調、不落が続いていることから、去る10月

25日に、知事が国土交通大臣に引き上げを要

望し、11月１日から適用することとなりまし

た。 

 引き上げの内容については、次の(2)にあ

りますように、上益城と阿蘇地域を対象とし

たもので、現行の共通仮設費率の補正率1.1

を1.4に引き上げるものでございます。 

 ２つ目が、災害復旧推進チームの設置でご

ざいます。 

 被災規模が大きかった熊本市、上益城及び

阿蘇地域における復旧・復興事業を円滑に進

めるため、工事発注前の準備段階から工事完

成までの全ての段階において生じますさまざ

まな課題に対して、関係者が情報を共有し対

策を検討するため、土木部において設置する

ものでございます。 

 メンバーは、本庁関係課と被災地域振興局

の実務担当者で、国土交通省にオブザーバー

として参加していただいております。去る11

月21日に第１回会議を開催しましたけれど

も、今後は定期的に開催していきたいと考え

ております。 

 以上が円滑な施工確保対策の新たな取り組

みでございます。今後とも復旧・復興工事が

円滑に進むよう、施工確保対策に取り組んで

まいります。 

 以上でございます。 

 

〇坂井都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 報告事項３の資料をごらん願います。 

 益城町木山地区における土地区画整理事業

の県施行について御報告いたします。 

 総括説明にもありましたように、益城町に

よる都市計画決定後、県施行により速やかに

用地取得ができるよう、今定例会に補正予算

の計上をお願いしているところでございま

す。 

 まず、１の事業概要といたしまして、面積

約28.3ヘクタールを土地区画整理区域とする

都市計画決定の手続が、現在益城町で進めら

れております。総事業費は約100億円を超え

ると想定されます。 

 なお、事業概要につきましては、平成30年

度に国土交通大臣に事業認可を受け、決定す

る予定でございます。 

 次に、２の主な経緯といたしまして、こと

し10月18日、益城町と町議会から県施行の要

望を受けました。その後、11月21日に、知事

が土地区画整理事業の県施行を表明いたしま

した。 

 ３の今後のスケジュールといたしまして、

今年12月に益城町都市計画審議会に土地区画

整理区域の都市計画決定が諮られ、年内に都

市計画決定される見込みでございます。その

後、年明けの１月から、県において説明会等

を開催し、用地先行買収に着手したいと考え

ております。平成30年度に、県事業として国

土交通大臣から事業認可を受ける予定です。 

 都市計画課からの報告は以上でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

〇小路永住宅課長 住宅課でございます。 

 熊本県住宅マスタープランの案について御

説明させていただきます。 

 お手元のＡ３判資料、報告事項４をごらん

ください。 

 前回の９月の常任委員会で御説明しました

が、法に基づき、国が全国計画を、都道府県

が都道府県計画を策定するよう義務づけられ

ています。 
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 現在の県計画は、平成24年から平成32年ま

でとなっていますが、全国計画の改定に合わ

せ、今回中間見直しを行うものでございま

す。 

 また、本県においては、熊本地震の復旧、

復興に関する住宅関連施策を盛り込んだ案と

しています。 

 社会情勢の変化としましては、グラフでも

お示ししておりますが、これまで住宅総数と

総世帯数の推移の中で空家率が増加してまい

りました。今後は、世帯数も減尐する中で、

高齢者世帯は増加傾向が続くことが見込まれ

ています。 

 また、この資料には記載しておりません

が、熊本地震では約19万棟の住家に被害があ

り、うち8,600棟余りが全壊となっていま

す。 

 県営住宅につきましては、ストックの老朽

化が進展していますが、高齢者、子育て世帯

等の応募は増加傾向にあります。また、熊本

地震では、被災者の受け入れを行っていま

す。 

 これらを踏まえて、今回の改定では、全国

計画との整合や熊本地震からの復旧、復興に

関する施策を盛り込んだ目標の設定と、本県

の復旧・復興４カ年戦略を推進する上での重

点政策の設定など、大きく２点を行っていま

す。 

 右のページに計画の体系を示しています

が、住宅マスタープランの基本理念を「夢に

あふれる豊かな住生活の実現」と定め、４つ

の将来像を掲げ、それに該当する基本目標を

位置づけています。 

 また、熊本地震からの復旧、復興に関する

施策を反映するため、基本目標を設定してい

ます。 

 これらの５つの基本目標のそれぞれに、具

体的な目標となる幾つかの政策目標を設定し

ていますが、その中で赤丸をつけたものが重

点政策となります。 

 あわせまして、県営住宅につきましても、

既存ストックの有効活用と長寿命化、社会ニ

ーズに対応した運営など、今後のあり方につ

いて整理しています。 

 目標の実現に向けた具体の施策について

は、この資料にはお示しすることができませ

んでしたが、各政策目標に対応する形で具体

の施策を整理しております。 

 住宅マスタープランの改定作業は、高齢者

住宅や不動産管理、流通など、各分野の有識

者による委員会をこれまで４回開催し、御意

見を伺いながら進めてまいりました。 

 最後に、今後のスケジュールですが、今議

会終了後、12月下旪から１月にかけてパブリ

ックコメント、２月に国土交通大臣の同意、

３月に公表とする予定でございます。 

 以上でございます。 

 

〇亀崎港湾課長 港湾課でございます。 

 報告事項５の資料をお願いいたします。 

 八代港は、去る７月に、国際旅客船拠点形

成港湾として、全国６つの港の一つとして国

の指定を受けました。 

 先ほどの総括説明にもありましたように、

このたび、国際旅客船拠点形成計画書を６港

の中で最も早く策定し公表いたしました。 

 この計画書は、国とロイヤル・カリビア

ン・クルーズ社の同意を得て、県が作成した

ものです。 

 資料下の枞囲みの概要に示しておりますよ

うに、この形成計画では、左側の分になりま

すが、｢１ 国際旅客船拠点形成に係る取組

方針」｢２ 拠点形成に向けて取り組む事

業｣、そして右側半分になります「３ 係留

施設(岸壁)の優先的な利用」｢４ 目標」な

どを定めております。 

 今後は、ロイヤル・カリビアン社との間

で、この形成計画の実行に向けて協定を締結

することとなっております。引き続き、国や

ロイヤル・カリビアン社と連携して、平成32
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年春の供用開始を目標にしっかり取り組んで

まいります。 

 港湾課からは以上でございます。 

 

〇松永砂防課長 砂防課でございます。 

 報告事項６をごらんください。 

 土木部長の総括説明にもございましたよう

に、あす12月12日に、国土交通省九州地方整

備局が、阿蘇山における土砂災害対策の計画

段階評価に関する有識者委員会を開催しま

す。 

 計画段階評価につきましては、国の新規事

業化に向けた最初の手続であり、阿蘇山にお

ける直轄砂防事業の事業化において、大きな

ステップとなるものです。 

 下に、国の新規事業化に向けたフローを記

載しています。 

 計画段階評価の後は新規事業評価が実施さ

れ、その後の予算の成立により事業化が決定

します。 

 砂防課の報告は以上のとおりです。よろし

くお願いいたします。 

 

〇藤本監理課長 監理課でございます。 

 報告事項７、創造的復興に向けた重点10項

目の進捗状況について説明をいたします。 

 各項目の進捗については、５月末時点の状

況を６月の本常任委員会で報告をさせていた

だきました。 

 今回、11月末時点の情報に更新しましたの

で、報告をさせていただきます。 

 この一覧の見方については、表の一番下に

記載をしております。前回報告をさせていた

だいた５月末時点からの変更点を赤色で表記

しています。青色の枞囲みが、既に達成、完

了したものでございます。 

 10項目のうち、土木部が主体となって進め

ております③阿蘇へのアクセスルートの回

復、⑤益城町の復興まちづくり、⑨八代港の

クルーズ拠点整備について、５月末時点から

の変更点を中心に説明いたします。 

 まず、③の阿蘇へのアクセスルートの回復

について、上から５項目が土木部に関連して

いる道路関係でございます。 

 ８月に、長陽大橋ルートが応急復旧により

回復いたしました。 

 次に、⑤益城町の復興まちづくりについて

説明いたします。 

 熊本高森線の４車線化については、冒頭で

部長が説明しましたとおり、10月から用地交

渉を進めており、一部契約もいただいており

ます。 

 また、木山地区の土地区画整理事業につい

ては、報告事項３で説明しましたとおり、県

による施行を表明し、関連予算を今定例会に

提案をしております。 

 次のページをお願いいたします。 

 最後に、⑨八代港のクルーズ拠点整備につ

いて説明いたします。 

 先月25日に、耐震強化岸壁整備の着工式を

行いました。 

 また、報告事項５で説明しましたとおり、

先月22日には、港湾法に基づく国際旅客船拠

点形成計画を公表しております。  

 なお、この項目の到達イメージにつきまし

ては、年間200隻程度の寄港実現を、年間200

隻程度が寄港可能な受け入れ環境の実現と改

定しております。平成31年度末までに専用岸

壁や旅客ターミナルの整備など、200隻のク

ルーズ船に対応できるよう環境が整うことを

明確にするという趣旨でございます。 

 説明は以上ですが、これら10項目を初め復

旧、復興全体に、着実に、スピード感をもっ

て進めてまいります。引き続き、県議会の御

協力と御指導をよろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

 

〇渕上陽一委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 
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〇松村秀逸委員 阿蘇へのアクセスルートの

件で、ちょっとお尋ねします。 

 この現道の57号線がなかなか、まだ発表と

いうか、どういう状況か、いつごろ、設計が

どういう形になって、どういう状況でいつご

ろまでの見通しなのかというのをちょっと知

りたいんですが、なかなか。 

 やはり北側代替道路については32年度とい

うことでお話し聞いておりますけれども、ま

だそこら辺が非常に不透明なもんですから、

皆さん、いつでくっとだろうかというのが非

常に要望が多うございますから、尐し、わか

る範囲でよございますから教えてください。 

 

〇上野道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 阿蘇現道の地区につきましては、九州地方

整備局さんのほうが、ここの地区における技

術検討会というのを、有識者の方々を入れて

技術的な検討をされておりまして、最近では

11月10日に第６回会合がされたところでござ

います。 

 その中の最終的なまとめとしましては、や

はり現時点では、のり面の崩壊部分等あるい

はのり面の亀裂等への対策等が、まだ今後の

見通しが最終的までは見通されておりません

ので、現時点では復旧時期は見通せないとい

うふうなことが結論でございます。 

 ただ、調査をしていく中では、かなりわか

ってきた部分もございます。まず、斜面の崩

壊部分につきましては、約240メートルの延

長の中であの大規模崩壊が起こっております

けれども、改良等が進みまして、今後はのり

面の恒久対策に向けて作業は進められていく

ということになっております。 

 その後は、その中に補強の盛土としてそれ

を構築するのは可能ではないかというところ

までは今明らかになってきているところでご

ざいます。 

 それ以外にも、熊本側と大分側におきまし

て、路側の決壊というのがそれぞれ起こって

おります。熊本側が約140メートル、大分側

は80メートルということで、もともと現道で

あった道路のところそのものが黒川のほうに

向かって崩壊しているというところもござい

ます。こちらにつきましても、路側に対する

対策等は随時進めておられますけれども、な

かなかこれが最終的に、まだ、いつごろ終え

ていくということまでは、現時点では国とし

ては明らかにされてないところであります。 

 このような状況を踏まえまして、国のほう

も、阿蘇地域の皆様への情報提供ということ

で、地元等あるいは地元の議会等にも説明

は、現在の状況はされておりますので、また

引き続き県としましても、国のほうには情報

の提供と、あと速やかな復旧を求めてまいり

たいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

〇松村秀逸委員 今のお話だと、当初よりも

相当被害の状況が、もともと想定していた被

害よりもひどくなっとるということですか

ね。それで技術的なものがなかなか決まらな

いということですか。 

 

〇上野道路整備課長 今まで、そのものの、

のり面のやはり大規模崩壊でございましたの

で、人が入るということも、安全上、非常に

厳しく、無人化施工というふうなのも行われ

てきましたところでございますので、なかな

かその全容を把握するまでには時間がかかっ

てきたというのがございます。 

 そのほか、地震後の降雤等により、やはり

のり面の侵食がさらに進んだというところも

ございますので、現在も、その崩壊、亀裂の

状況等につきましては、モニタリング等をや

られながら、慎重に復旧に向けて進められて

いるというところでございます。 

 以上でございます。 
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〇松村秀逸委員 当然、57号線の復旧がなか

なか進まないということは、豊肥線のほうも

難しいんですかね。 

 

〇上野道路整備課長 今おっしゃいましたよ

うに、もともと、豊肥線と現道57号線という

のは並行して走っておりますし、斜面があっ

て、豊肥線、現道、それと黒川のほうに斜面

が落ちていたということでございますので、

やはりそこのところは一歩一歩この盛土、路

体を構築して上げていくことから、また今後

の状況が見えてくるんじゃないかというふう

に考えております。 

 

〇渕上陽一委員長 よろしいですか。 

 

〇松村秀逸委員 はい。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

 

〇大平雄一委員 木山区画整理に関して３点

ほど、１つずつ質問をさせていただきたいと

思います。 

 まずは、まちづくりに対しまして、本当に

御尽力いただきまして、ありがとうございま

す。 

 その中で、今度の補正予算の中で先行取得

をするという用地、これはどういった種類の

用地になるのかというのとあわせて、区画整

理の中に高森線の県道拡幅も含まれておるよ

うでございますけれども、県道拡幅は用地買

収で、区画整理は減歩というようなやり方に

なるかと思うんですけれども、そういった中

で、木山の区画整理内の県道拡幅に土地を持

っていらっしゃる方にとっては、どういった

そのメリットというかデメリットというか、

県道拡幅であれば用地買収ということで、土

地を買収されるわけなんですけれども、区画

整理になって減歩ということで、そこは減歩

で土地は買いませんという形になれば、そう

いった方にはデメリットになるのかというふ

うにちょっと思ったんですけれども、その辺

を教えていただけますか。 

 

〇坂井都市計画課長 今回上程しております

用地買収につきましては、区画整理区域がこ

とし12月に都市計画決定されて区域が決まり

ます。その中において、補償物件がない土

地、更地の土地、そういう土地について売り

たいと希望される方の土地を買っていきたい

と思っております。 

 それと、区画整理区域内の、今熊本高森線

が事業認可を受けておりますけれども、区画

整理区域が都市計画決定することになります

と、来年度の事業認可、区画整理の事業認可

を受けることになりますけれども、そのとき

とあわせて、街路事業の部分につきまして重

なっている部分が延長で大体700メーターご

ざいますけれども、その部分については除外

するという形になると思います。 

 で、用地買収を考えられる方につきまし

て、区画整理区域内で、現在熊本高森線が27

メーターの４車線化で想定しています幅の区

域で土地を売りたいという方がおられるとい

うお話ですけれども、先行買収を予定してお

りますので、そういう土地につきましても、

今回の補正予算で対応することは可能でござ

います。 

 現在、益城町のほうで、今後土地をお売り

になるか、またはこの土地に残って、またこ

こで生活再建されるか、そういった点のアン

ケート調査はやられているようですので、そ

の辺の意見を踏まえたところで、できるだけ

早く、都市計画決定後、地元の皆さんのとこ

ろに行きましてお話を伺いながら、用地先行

取得ができるだけ早くできるようにやってい

きたいと思っております。 

 以上です。 
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〇大平雄一委員 ありがとうございます。 

 そこに関連するんですけれども、長期化す

るというところで不安をされている方々の意

見が新聞等で報道があっていますけれども、

平成33年度に完了する予定だというふうに地

元の方は認識をされているみたいなんですけ

れども、あと４年ぐらいしかないということ

で、果たしてその33年という期日を区切って

いることが実際可能なのかということと、も

う一つ、きのうもちょっとお話を聞いた中

で、自分の自宅の周辺がどういうふうに具体

的になるのかとか、自分は自宅をもう再建し

たんだけれども、この再建する費用は全額負

担をまたしてくれるのだろうかとか、そうい

う細かいところをやはり不安に思っていらっ

しゃる方がいらっしゃって、その方々から、

今アンケートとか来ても答えるに答えられな

いというようなお話があるので、早くその辺

を、測量等の関係もあって具体的なことはな

かなか言えないかと思うんですけれども、大

体どれぐらいにそういうのを示していけるの

かという、大体のスケジュールを教えてもら

いたいんですけれども。 

 

〇坂井都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 今、益城町役場のほうで、区画整理の進め

方について、大まかなスケジュールを言って

いらっしゃいます。そのことが平成33年とい

うお話があったんだろうと思いますけれど

も、これから具体的に計画を立てていきます

ので、きちっとしたスケジュールというの

は、今から都市計画決定後決めていく必要が

あるかなと思っております。 

 具体的に、動かなければならないのか、家

をどかさなければいけないのか、そういった

点につきましても、地元の皆さんがどういう

ふうなまちづくりをするか、例えば道路をも

う尐し密に入れてほしいとか、いや、そんな

こと、もうこれまでと同じぐらいの密度で道

路を入れてくれとか、いろいろ考え方がある

と思いますので、その辺をお聞きしながら、

どういう町割り、どういう道路の入れ方をし

ていくかということを見た上で、最終的には

決めていく必要があるかなと思っておりま

す。 

 以上です。 

 

〇大平雄一委員 今のお話だと、地元のまち

づくり協議会の方々の意見をということでし

ょうか。 

 

〇坂井都市計画課長 今後、町のほうで、ま

ちづくり協議会の皆さん、それと地権者の皆

さん、それと町役場が窓口となりまして、そ

れと町議会の代表の方も入れたところで、連

合協議会という組織をつくっていただきま

す。そういう中で、どういうまちづくりをす

るかというのをおおむね決めて意思決定をし

ていただきまして、県とまたすり合わせをや

っていくという形になっていこうかと思って

おります。 

 

〇大平雄一委員 それにまた関連するんです

けれども、益城町の町議会、これ、与党尐数

で、現在も３名の議員の方が反対と、で、数

名の方が条件つき賛成ということは、条件に

よっては反対ということで、議会も大きく割

れている状況であります。そして、来年の４

月に町長選挙があります。 

 そういった中で、そういった反対をされる

方々が推される町長がもし誕生した場合に、

この事業というものの見直しというものをや

はり考えざるを得ないのかどうかというとこ

ろを、どういうふうに認識されているかとい

うところを教えてください。 

 

〇坂井都市計画課長 まず手続としては、都

市計画決定の手続がございます。一度都市計

画決定されますと、そこのまちづくりについ
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ては区画整理等で進めていくという意思決定

がなされます。そういう状況が一つありま

す。 

 それと、実際に被災されまして、今仮設住

宅とかにいらっしゃる方がおられます。早く

生活再建をしたい、例えば区画整理区域内に

早く家を再建したい、いや、私は違う土地に

行きたい、いろいろな形が出てくると思いま

すけれども、そういった方々に、どういうこ

とをやっていくかというのを早く示さなけれ

ばならないというのが一つございます。 

 だから、県としても早く意思決定をして進

めていかなければならないと思っておりま

す。ただ、町長選挙に関連したお話ですけれ

ども、まちづくりについては、やはり町が主

体的に取り組んでいかなければならないと思

いますので、その辺はどうにか理解をしてい

ただけるように説得していきたいと思ってお

ります。 

 

〇宮部道路都市局長 済みません。ちょっと

補足させていただきたいと思っています。 

 区画整理を今からやっていく上で、やはり

知事が松田県議の御質問に対してお答えした

んですが、やはり益城町の復興なくして熊本

の復興はない、そしてもう一つが、やはり熊

本の都市圏東部のまちづくりをつくっていく

上では、やはりこの熊本の発展のためには不

可欠ですよということで御答弁させていただ

きました。 

 やはり、これから都市計画決定されて、そ

して区画整理事業を進めていくんですが、ま

ずは私どもは都市計画決定がされた後の事業

認可というのに今後進めてまいります。その

中で、町との協議も必要でありますが、やは

り熊本県としましては、先ほど申し上げたと

おり、益城町の復興なくして熊本の復興はな

いというような考え方のもとに進めていきた

いというふうに思っておりますので、そこは

しっかりと我々が進めていきたいというふう

に思っています。 

 それにつきましては、やはり益城町の政治

がこれからどうなるかはわかりませんが、そ

こにつきましては一緒になってやっていきた

いということで、お互いにそこはちゃんと協

議をしながらやらせていただきたいというふ

うに思っております。 

 それともう一つ。先ほど冒頭に大平委員の

ほうから御説明がありました先行取得につい

ての話でちょっと補足させていただきます

が、先行取得をする用地といたしまして、公

共用地にその部分を充てるということで先行

的に買っていきたいというふうに思っており

ます。そこはつけ加えさせていただきたいと

いうふうに思っております。 

 区画整理につきましては、換地というのが

ございます。ですので、道路の上で買った土

地をそのままそこに使うんじゃなくて、いろ

んなところに換地をしていくということなの

で、その場所ではないということは、ちょっ

とつけ加えさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

〇大平雄一委員 はい、ありがとうございま

す。 

 ぜひ、私も一生懸命頑張って皆さんと協力

してやっていきたいと思いますので、今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

〇内野幸喜副委員長 １つだけいいですか。 

 直轄砂防事業。あした有識者委員会が開催

されるということですけれども、予算という

のは大体どれぐらいですか。 

 

〇松永砂防課長 先日、知事の記者会見でも

ございましたとおり、現時点では100億を超
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える規模というふうになっております。 

 

〇内野幸喜副委員長 県もこれで大分負担が

軽減されると思うんですけれども、その100

億を超える規模というのも、100億なのか、

それとも180億では大分違いますから、県と

してはそういう要望はしているんですよね。

どうなんですか。 

 

〇松永砂防課長 県としまして、具体的に幾

らという形では要望はしておりませんで、今

後、阿蘇地域における復旧、復興が進むよう

な形で直轄事業を国にしていただくというこ

とで要望をしております。 

 

〇内野幸喜副委員長 わかりました。 

 

〇渕上陽一委員長 よろしいですか。 

 

〇内野幸喜副委員長 はい。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかに質疑はありません

か。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

〇渕上陽一委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 ここで、私のほうから１つ御提案がござい

ます。 

 さらなる委員会活動の活性化に向けた取り

組みの一つとして、常任委員会ごとに１年間

の常任委員会としての取り組みの成果を、２

月定例会終了後に県議会のホームページに公

表することとしております。 

 ついては、これまで各委員から提起された

要望、提案等の中から、執行部において取り

組みの進んだ項目について、私と副委員長で

取り組みの成果案を取りまとめた上で、２月

定例会の委員会で委員の皆様にお示しし、審

議していただきたいと考えておりますが、よ

ろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

〇渕上陽一委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 最後に、その他で委員の皆様から何かござ

いませんか。 

  （｢ありません」｢よかね」と呼ぶ者あ

り) 

〇森浩二委員 河川課にちょっと。 

 阿蘇大橋が崩落しておるでしょう、護岸と

いうか。あれ、高さが10何メーターぐらいあ

ると思うとたいな。渓谷みたいになっとるで

しょう。あの復旧は河川でするとですか、ど

こでするとですか。 

 

〇丸尾河川課長 ちょうど阿蘇大橋が崩落し

ている地域は、立野ダムの直轄区間と県管理

区間のちょうど境付近でもございまして、そ

のあたりが、どういったところがそれが今壊

れているか、そういうところを今精査はまだ

できておらない状況でございまして、今後そ

ういったところがどちらでやるかというのは

決まってくるかと思います。 

 で、河川護岸としては、今、災害復旧とし

ては、あの地域では実はまだ災害復旧として

計上しているものではございませんので、恐

らく直轄区間だろうというふうには思ってお

りますが、そこあたりは尐し情報を照査し

て、また報告したいと思っております。 

 

〇森浩二委員 じゃあ、あの区間は、まだ査

定も何も受けておらぬということ、そのまん

まということですか。 

 

〇丸尾河川課長 阿蘇大橋前後においては、

土木施設はなかっただろうと思っています

が、災害復旧としてはそこは査定に上げてい

ない状況です。 

 

〇森浩二委員 それは後でも、申請で間に合

うとですか。 
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〇丸尾河川課長 災害復旧としては、やはり

査定を受けないと後の復旧としてはできませ

ん。あの地域に崩落土砂等がかぶっていたり

とか、いろんな状況でなかなかそこに入れな

かったというのもございますし、そこの下

に、本当に施設がどうだったのかというの

が、なかなか判明しづらいところがございま

した。 

 ですから今後、復旧においては、国と連携

しながら、いろいろまた相談させていただけ

ればと思っております。 

 

〇森浩二委員 はい、わかりました。 

 

〇渕上陽一委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

〇渕上陽一委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書が９件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 これをもちまして、第６回建設常任委員会

を閉会いたします。 

  午前11時39分閉会 
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